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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であると認識し

ております。

　コーポレート・ガバナンスの根幹は株主の利益追求と保護にあり、ステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員などのあらゆる利害関係者）

の一層の信頼を獲得することと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

　当社は、議決権行使を容易にするための環境整備として、インターネットおよびスマートフォンによる議決権行使を可能にしております。議決権電
子行使プラットフォームへの参加については、引き続き検討しております。

　招集通知の英訳については、現在の海外投資家の比率を考慮し、今後の課題と認識しております。

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、非上場株式以外の政策保有株式を保有しておりません。

　ただし、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には
保有し、個別の政策保有株式について取締役会にて、保有の意義や経済合理性等を検証いたします。

・議決権行使基準

　当社および投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使いたします。

・政策保有株主から売却の意向を示された場合の対応方針

　当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておら
ず、適切に対応を行っております。

【補充原則２－４－１】

　当社は、従業員規模が比較的小さく、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が高くはないため、現状、中核人材の登用等における自
主的かつ測定可能な目標は示しておりません。

　また、多様性の確保に向けた人材育成や社内環境整備については、女性が働きやすい会社となるよう、社内の環境を整備し、育児休業制度、
育児短時間勤務制度等の育児支援策を実施しており、出産後の女性が仕事を継続しやすい環境を整えているほか、介護休業制度や男性の育児
休業制度も実施しております。

　今後も多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、測定可能な目標・状況の開示についても検討してまいります。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社では、現在、企業年金を運用しておりません。

【補充原則４－１－３】

　当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、次世代経営陣等の育成は当社の持続的成長と中長期的な
企業価値向上を実現するための重要課題の一つであると認識しており、後継者計画及び後継者の育成のあり方について、取締役会及び取締役
会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において引き続き議論を重ねてまいります。

【補充原則４－２－１】

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関して中長期的な業績と連動する報酬としての自社株報酬等の報酬制度を採用して
おりませんが、取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行に対する適正な評価として、また経営戦略の達成手段の一つとして相応しい
報酬制度のあり方について、取締役会および取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において引き続き議論を重ねてまいりま
す。なお、報酬の決定手続きについては、本報告書「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン
ス体制の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事項　【取締役報酬関係】報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおり
です。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　取締役会は、取締役会の全体としての知識・能力・経験のバランスを考慮した体制をとっており、営業・技術・製造・管理の各部門での経験を有
する社内取締役（監査等委員である取締役を除く）４名と、豊富な経験と幅広い知識を有する独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く）１
名（女性１名）で構成され、監査等委員である取締役を含めたその選任基準については、原則３－１－（４）に記載のとおり（本資料）です。

　なお、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面での多様性確保については必要に応じて検討してまいります。

【補充原則４－１１－３】

　当社は、これまでも取締役会全体の実効性向上のための検討を随時行うとともに、有用な提言を社外役員から受けております。今後も、より一
層の実効性の向上を図るため、有効な分析・評価の手法等について検討を重ねてまいります。



【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、中期経営計画を策定しております。取締役会および経営会議において、資本コストを的確に把握した上で進捗状況の確認・分析を行って
おり、必要に応じて目標等の見直しを行っております。定量的な目標の公表につきましては、今後公表時期も検討してまいります。

【補充原則５－２－１】

　当社は、経営戦略等を策定しておりますが、具体的な内容は公表しておりません。なお、経営戦略等の公表に当たっては、取締役会において決
定された事業ポートフォリオの基本的な方針や、その見直しの状況について、分かりやすい説明を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や当該役員以外の社内取締役、監査等委員である取締役
からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求め
る体制を整備しております。さらに、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や証券取引
所が定める規則に従って開示いたします。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１） 経営理念、経営戦略、経営計画

・経営理念

「たゆまぬ技術の研鑽」、「顧客への奉仕の精神」

・経営戦略、経営計画

　経営戦略、経営計画は、有価証券報告書や株主総会招集通知の対処すべき課題に記載のとおりです。

（２） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であると認識し
ております。

　コーポレート・ガバナンスの根幹は株主の利益追求と保護にあり、ステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員などのあらゆる利害関係者）
の一層の信頼を獲得することと考えております。

（３） 報酬決定の方針や手続き

　本報告書「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　１．機関構成・組織運営
等に係る事項　【取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬関係】報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりで
す。

（４） 経営陣幹部の選解任と取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役候補の指名の方針と手続き

　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の指名については、知識と能力と経験と人柄を考慮し、取締役会の任意の諮問機関である指
名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員である取締
役としての職務を果たす上で必要となる知識と能力と経験と人柄を考慮し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定しております。経
営陣幹部についても知識と能力と経験を勘案して、取締役会において選定解職しております。

（５） 個々の選解任・指名の説明

　取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役の選解任・指名理由を株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則３－１－３】

１．当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。

（１） ガバナンス

　当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認
識しております。

　コーポレート・ガバナンスの根幹は株主の利益追求と保護にあり、ステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員などの利害関係者)の一層の
信頼を獲得することと考えております。

　当社はESGに対する関心の高まりを十分に認識しており、持続可能な社会の実現に寄与すべく新型輪転機の開発コンセプトにサステナビリティ
を考慮することをはじめとして、環境への対応や社会への貢献に努めております。

　サステナビリティに関するガバナンスについても、本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・

ガバナンス体制の状況　２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載の
体制の下で指揮監督・業務執行が行われております。

　サステナビリティに関するリスク管理は、内部統制（コンプライアンス・リスクマネジメント）委員会で、総務部が同委員会と連携し、コンプライアン
ス体制、法令及び定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告することになっております。

（２） 戦略

　当社は、持続的成長に向けたガバナンス体制の強化、サステナビリティ経営の実践は組織戦略の要諦であると位置づけております。

　サステナビリティを意識して開発をいたしましたCOLOR　TOP　ECOWIDEⅢは省エネ化、環境負荷の低減に貢献することを期待しております。

　また、持続的な事業運営と成長を実現するため、従業員への支援体制の整備・拡充にも力を入れています。人材育成においては、OJTによる実
務経験を中心に、外部セミナーの受講や資格取得支援などを通じて、一人ひとりがスキル向上を図ることを方針としています。

（３） リスク管理

　取締役会、各種委員会および各プロジェクトにより、各事業における遂行上のリスクを把握し、管理しておりますが、組織横断的リスク状況の監
視および当社グループ全体的な対応はリスクマネジメント委員会が行っております。

　また、当社は、当社グループ全体のコンプライアンスおよびリスク管理の一環として、内部通報窓口に社外窓口（法律事務所）を設置しておりま
す。内部通報窓口は、従業員が組織内での違法な活動や不正行為に関する情報を匿名で報告しやすい環境を提供することを目的としています。

　当社は、サステナビリティの観点から、従業員の雇用環境整備は重要な要素であると認識しており、社外窓口の設置は、透明性と倫理的な行動
の促進を通じて、当社グループの持続可能性の向上を図っております。

（４） 環境への取組み

　当社の環境への取組みについては、以下の当社ホームページに掲載している環境理念・環境基本方針の下、取り組んでおります。

　https://www.tks-net.co.jp/company/environmental/

　また、当社の「かずさテクノセンター」では、工場棟の屋根の上に、245W/枚の太陽電池モジュールを4,550枚設置し、メガソーラーとして出力約1,1

15kWの規模を有します。年間予想発電量を算出すると年平均約100万kWhとなります。これは一般家庭280世帯分の年間消費電力量にあたり、約

315トンのCO2の削減となります。再生可能エネルギーを利用した当社の売電事業を通じて、電気エネルギーの安定的な供給の確保によるエネル
ギー自給率の向上と、CO2の排出量削減による地球温暖化対策及び地域の活性化に貢献しています。

（５） 品質・生産体制



　当社の「かずさテクノセンター」は、時代の変化に即応した研究・生産体制を構築し、常に品質と生産性の向上及び付加価値の高い製品づくりを
追求しています。

　https://www.tks-net.co.jp/company/equipment/

２．知的財産への投資

　長年にわたる事業活動によって取得した、特許権、商標権等の知的財産につきましては、保有件数や活用状況等の適切な整理と管理を行って
おります。また、事業に影響する競合他社の特許への対抗措置や特許侵害の監視を行い、企業価値の維持・向上を図っております。

３．人的資本への投資

　製品開発の推進や、事務または作業効率の増進に寄与する従業員の積極的な創意工夫を奨励し、開発・生産意欲の向上と経済的効果を期す
る製品開発表彰制度や改善提案制度を実施しております。また、従業員が業務に関係する資格を積極的に取得することを奨励し、会社の管理・
技術・技能の水準向上と従業員の自己啓発を図る資格取得制度を実施しております。

【補充原則４－１－１】

　当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、業務執行体制としての経営会議を設けております。

　取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定められた当社および当社グループの経営に関する方針や重要事項
等を決定しております。

　経営会議は、代表取締役以下、取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び代表取締役が指名した者で構成し、当社および当社グ
ループの経営戦略や業務執行に関する重要事項を審議する機関としての役割を担っているほか、取締役会で活発な議論が行われるよう、論点整
理と事前検討を行っております。

　また、監査等委員である取締役も出席しており、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとなっております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考に、会社から独立した立場での経営監督と経営全般に対する客観的・中
立的な助言が期待でき、経営の適正性と効率性を高めることができる人物を独立社外取締役として選任することとしております。

【補充原則４－１０－１】

　当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）８名のうち、独立社外取締役は３名となっております。

取締役の指名・報酬等の決定については、独立社外取締役２名を含む３名で構成される指名・報酬諮問委員会を設置し、内容を諮問し、その答申
内容を当社取締役会に対して報告しております。

【補充原則４－１１－１】

　当社の取締役会は、取締役会の全体としての知識・能力・経験等のバランスと多様性を考慮した体制をとっており、営業、技術、製造、管理の各
部門での経験を有する社内取締役（監査等委員である取締役を除く）４名、他社での経営経験を有する者を含む独立社外取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）１名（女性１名）および、長年の知識・能力・経験を有する監査等委員である取締役３名（うち独立社外取締役２名）で構成されて
おり、監査等委員である取締役を含めると当社の役員は８名で構成されることとなります。

　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任基準については、原則３－１－（４）に記載のとおり（本資料）です。

　各取締役（監査等委員である取締役を除く）に期待される役割（各取締役の有するスキル）等を一覧化したスキル・マトリックスは、本報告書末尾
において開示しております。

【補充原則４－１１－２】

　各取締役の兼職状況については、招集通知「重要な兼職の状況」に開示しております。

【補充原則４－１３－３】

　社長直轄の組織である内部監査部は、内部統制の観点から、社内各部門における業務運営の状況について独立した立場で定期的に監査を実
施し、業務執行の監視並びに業務運営の効率化に向けた検証を行っております。内部監査の結果については、内部統制委員会を通じて取締役
会へ報告しております。また、監査等委員会及び内部監査部は、定期的な情報共有を行うとともに、会計監査人を加えた三様監査を実施すること
により、内部監査品質の維持及び向上を図っております。

【補充原則４－１４－２】

　新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役が、それぞれに求められる役割や責務を適切に果たすことができる
よう、知識の習得の機会を設けております。

　新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である社外取締役の場合は、各部門と面談等を行い、その部門の内容の説
明を受けることとしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　株主との対話については、中長期に当社株式を保有する機関投資家株主との間で、中期経営計画の内容や計画の進捗、ガバナンス体制につ
いて、引き続き定期的な対話を行っております。継続的な対話を通じて、企業価値の向上や持続可能な成長を追求するための取り組みを進めて
まいります。

（１） 株主との対話全般については、総務担当役員が担い、総務部が窓口となっております。

（２） 総務部は、IR関連部署である経理部等と積極的に連携しております。　

（３） 個別面談以外の対話の手段として、株主通信や当社ウェブサイト上において情報発信に努めております。

（４） 対話において把握された株主の意見・懸念については、随時、総務担当役員に報告することとしております。

（５） インサイダー情報は、株主平等原則に則り法令や社内規程を遵守し、適切に管理しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年6月25日



該当項目に関する説明

当社は、2026年６月25日開催の取締役会において、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、当社の現状を分析・評価
し、改善に向けた方針・取組みを決議し、適時開示を行うとともに、当社ウェブサイトにて開示しております。

https://www.tks-net.co.jp/ir/timely/

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社読売新聞東京本社 2,182,230 27.03

大田　昭彦 917,800 11.36

損害保険ジャパン株式会社 500,000 6.19

株式会社三井住友銀行 389,055 4.81

株式会社中日新聞社 229,381 2.84

株式会社みずほ銀行 212,233 2.62

株式会社朝日新聞社 187,802 2.32

INTERACTIVE　BROKERS　LLC 154,000 1.90

住友生命保険相互会社 138,600 1.71

芝　康平 107,121 1.32

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．大株主の状況は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。

２．上記のほか当社所有の自己株式が656,015株あります。

３．当社として実質所有が確認できた株式会社朝日新聞社の所有株式数については合算（名寄せ）しておりますが、その他については、株主名簿
の記載どおりに記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

竹田いさか 他の会社の出身者

戸山幹夫 他の会社の出身者 △

大山敬三 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



竹田いさか 　 ○ ―――

竹田いさか氏は、弁護士としての経験と企業法
務に関する見識を有しており、その経験を活か
し法的な観点から当社の経営を監督するととも
に、経営全般に客観的・中立的な助言が期待
でき、また、東京証券取引所が定める独立性
の判断基準を満たしており、一般株主と利益相
反の恐れがないと判断し、独立役員として指名

しました。

戸山幹夫 ○ ○

戸山幹夫氏は、株式会社みずほコーポ
レート銀行（現株式会社みずほ銀行）の出
身です。当社は株式会社みずほ銀行と一

般的な取引がありますが、これは他社を
排除する独占的なものではないため、一
般的で公正妥当な取引関係であると考え
ております。

戸山幹夫氏は、金融機関における長年の経験
と知識を有しており、広い視野からの客観的・

中立的な監査・監督が期待でき、また、東京証
券取引所が定める独立性の判断基準を満たし
ており、一般株主と利益相反の恐れがないと判
断 し、独立役員として指名しました。

大山敬三 ○ ○

大山敬三氏は、損害保険ジャパン株式会
社の出身です。当社は損害保険ジャパン
株式会社と損害保険契約等を締結してお

りますが、これは他社を排除する独占的
なものではないため、一般的で公正妥当
な取引関係であると考えております。

大山敬三氏は、金融機関における長年の経験
と知識を有しており、広い視野からの客観的・

中立的な監査・監督が期待でき、また、東京証
券取引所が定める独立性の判断基準を満たし
ており、一般株主と利益相反の恐れがないと判
断し、独立役員として指名しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 2 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織として内部監査部を設置しております。

当該内部監査部が、監査等委員の職務を補助する際には、代表取締役社長との情報共有を行いつつ監査等委員会からの指示によって行ってお
ります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外
取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会や経営会議に出席するほか、社内の各種委員会にも積極的に参加し、内部監査部お
よび会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）



指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役の選解任および報酬等の決定に関する手続きについては、より正当性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る

ため、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数および委員長を社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社から独立した立場での経営監督と経営全般に対する客観

的・中立的な助言が期待でき、経営の適正性と効率性を高めることができる人物を独立役員として選任することとしております。

独立役員候補者の選任手続きについては、原案を取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の

答申を受け、取締役会にて決定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績連動報酬に関しましては、本報告書「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の

状況　１．機関構成・組織運営等に係る事項　【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬額の合計が１億円以上となる者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。

当社は、2025年６月25日開催の定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、当事業年度の状況に
ついては、事業報告において、取締役、監査役の報酬をそれぞれ総額にて開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社の取締役の報酬等は、2025年６月25日開催の第168回定時株主総会の決議により、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

　つきましては、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額300,000千円以内（使用人兼
務取締役の使用人給与相当額は含まない）とし、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60,000千円以内としております。

　取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項はそれぞれ以下のとおりです。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額または算定方法に係る決定方針に関する事項

１.決定方針の決定方法

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等に関する手続きの正当性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
ナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数および委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設
置しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会に対して、当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針の原案を諮問し、指名・報酬
諮問委員会から答申された内容を尊重し、当社の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決定しています。

２.基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報
酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととして
います。

３.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、従業員とのバランス、担当職務、貢
献度等を総合的に勘案して決定します。

４.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

　当社の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）および業務目標の達成度評価を反映した金銭
報酬とし、各事業年度の連結純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額および年度当初にたてた業務目標の達成度合いに応じ
た額を基本報酬とともに毎月支給します。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化
に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。

５.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水
準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行います。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申で示された種類別の報酬割合を尊重し
て、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしています。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等＝７５：２
５としています。

６.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役会は、取締役の個人別の報酬額について指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとしています。指名・報酬諮問委員会は、
原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会は、その答申を尊重して、各取締役の個人別の報酬の内容を決定す
ることとしています。

　取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、上記手続を経て決定されたため、決定方針に沿うものであると判断
しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額または算定方法に係る決定方針に関する事項

監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定してお
ります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は原則月１回以上開催される取締役会に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、を行うことにより業務執行取締役の職務遂
行を監督しております。

また社外の監査等委員である取締役は、業務の執行状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人や内部監査部と情報交換を行って
おります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）業務執行

当社は、取締役会を取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名（うち、１名が社外取締役）、監査等委員である取締役３名（うち、２名が社外取
締役）で構成しております。取締役会は、原則として毎月１回開催しております。法令で定められた事項および経営上の重要事項の意思決定だけ
でなく、業務執行に関する重要な事項についても議論し、担当取締役は、担当する部門の業務全般について部門責任者を指揮、監督し法令遵守



と適切なリスク管理の下での、効果の高い事業運営に努めております。

また、2013年６月より執行役員制度を再導入し、執行役員への権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化を図っておりま
す。

（２）監督・監査の方法

当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外
取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会や経営会議に出席するほか、社内の各種委員会にも積極的に参加し、内部監査部お
よび会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。監査等委員である取締役の職務を補
助する組織を、内部監査部としております。会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題
について適宜監査・指導を受けております。

（３）責任限定契約の内容

当社は、会社法第427条第１項に基づき、監査等委員である取締役全員及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものとの間において、損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2025
年６月25日開催の第168回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しています。

当社は、経営効率の維持・向上及び経営の透明性確保のため、当社事業に精通した取締役と、第三者の立場からの助言と経営への監視機能を
有する独立役員の社外取締役で取締役会を構成しております。加えて、執行役員制度を導入しており、機能の特化、意思決定の迅速化、監督・監
視機能の強化を図っております。社外取締役は、会社から独立した立場での経営監督と経営全般に対する客観的・中立的な助言が期待でき、経
営の適正性と効率性を高めることができると考えております。

その他、監査等委員である取締役は、取締役会や経営会議に出席するほか、社内の各種委員会にも積極的に参加し、独立的、客観的見地に
立っての質問や忌憚のない発言が期待でき、監査等委員である取締役が取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を十分に監視で
きる体制となっていると考えております。

以上のように、経営の透明性、公正性の維持・強化と効率化が図られ、重要な経営事項について客観的かつ十分な議論ができることから現状の
体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様が、株主総会に出席する機会を設けられるよう、集中日を避けた配慮をして

おります。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット及びスマートフォンによる議決権行使を可能にしております。

その他 当社ホームページに、招集通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算短信以外の適時開示資料、事業報告書および招集通知につ

いて掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当役員：取締役常務執行役員管理本部長

IR担当部署：総務部総務課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社の環境への取組みについては、以下の当社ホームページに掲載している環境理念・

環境基本方針の下、取り組んでおります。

https://www.tks-net.co.jp/company/environmental/

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．基本的な考え方

　法令や社内規程等の遵守だけでなく経営方針や経営戦略に則った行動（コンプライアンス）を基本的な概念に据え、その考え方を代表取締役を

トップに、組織の末端まで徹底することにより業務の適正が確保できると考えております。

２．整備状況

　当社は上記の基本的考え方に則り、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のように定めております。

　この基本方針に基づき、業務の適正性、効率性を確保するとともに、常に現状の見直しを行い、内部統制システムの改善を図ってまいります。

１. 取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制に係る規程を制定し、役職員が法令・定款および当社の経営方針を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、そ
の徹底を図るため、内部統制（コンプライアンス・リスクマネジメント）委員会を設け、当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを統括するこ
ととし、同委員会を中心に役職員教育などを行う。内部監査部は内部統制（コンプライアンス・リスクマネジメント）委員会と連携の上、コンプライア
ンス体制、法令および定款上の問題の有無を調査し、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査等委員会と情報共有を図る 。

また、法令または定款上疑義のある行為などについて従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を設け、運営・管理する。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、保存する。取締役は常時これら
の文書等を閲覧できるものとする。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

組織横断的リスク状況の監視および当社グループ全体的な対応は内部統制（コンプライアンス・リスクマネジメント）委員会が行い、各部門所管業
務に付随するリスク管理は担当部門が行う。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社内規則の規定に基づく、職務権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。

５. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１) 当社グループ各社の代表者が出席する経営会議を定期的に開催し、グループとしての戦略的な課題、遂行状況、法令遵守、リスク管理などに

ついて討議するほか、当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項を当社に報告させる。

(２) 当社の内部監査部は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを独立した立場からモニタリングし、その結果を子会社に適切に

フィードバックし、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査等委員会と情報共有を図る。

６. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役（監査

等委員である取締役を除く。）からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織を内部監査部とする。監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）、内部監査部長などの指揮命令を受けない。

７. 監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確

保するための体制

当社グループの取締役、監査役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部
監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を報告する。報告したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止する。

８. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員が当社に対しその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について費用の前払または償還の請求
をした場合は、当該請求に係る費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用を前払または償還する。

９. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、当社グループの取締役会等の重要会議に出席し意見を述べる

ことができる。

(2) 監査等委員会は、稟議書類等業務執行に係る重要な文章を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人に説明を求めることとする。

(3) 監査等委員会が内部監査部と定期的に意見交換を行うと共に、緊密な連携をとることのできる体制を整備する。

(4) 監査等委員会が会計監査人と定期的に又は随時に意見交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることのできる体制を整備する。

(5) 代表取締役等は監査等委員会と情報交換に努める。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　反社会的勢力及び団体に対しては、会社が組織全体として、断固とした姿勢で臨み、一切の関係を遮断し、地域社会や警察と連携して反社会

的勢力の排除に取組むことを基本方針としている。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

（１）基本方針に則り、行動規範、行動基準の中に、反社会的勢力に対しては、断固たる態度で臨み、一切の関係を排除し、警察等と連携して反社

会勢力の排除に取組むことを明確に謳っている。



（２）総務部を対応部署とし、総務部に不当要求防止責任者を設置、不当要求に対する対応マニュアルを制定している。また、警察等とは平素から

連絡を密にし、緊急時には連携した対応が出来る体制を構築している。

（３）取引基本契約書に暴力団排除条項を盛り込んでいる。

（４）（公社）警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の会員となっており、同会主催の各種研修会等には関連部門の社員を積極的に参加させ、対応

能力の向上に務めている。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針】

　上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆さまによる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規

模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆さまの自由な意思により判断されるべきであると考えます。

　しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在

します。

　このような中、当該大規模買付行為等が、当社の企業価値ないし株主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆さまに適切にご判断いただくために

は、大規模買付者からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠です。そして、その判断を適確に行うためには、大規模買付者からの情報にと

どまらず、大規模買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆さまに提供することが必要であることもいうまでもありま

せん。

　そこで、当社は、①大規模買付者に株主の皆さまがその是非を判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会

として、当該大規模買付者の提案内容が当社の企業価値ないし株主共同の利益にどのような影響を及ぼすか、また、大規模買付者の提案内容

に対する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社の経営方針等に関して交渉又は協

議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆さまが大規模買付行為等の是非を判断するために必要な時間を確保することが、当社取締役会の

責務であると考えております。

　当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付者に対しては、当社の企業価値ないし株主の皆さまの共同の利益が最大化さ

れることを確保するため、大規模買付行為等の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求するほか、

当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内に

おいて、適切と判断される措置を講じてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１．適時開示に関する基本方針

　当社は、証券市場参加者およびステークホルダーに対し、適時適切に会社情報の開示を行うことが重要であると認識し、金融商品取引法および

東京証券取引所が定める法令・規則等に則り、情報収集・開示体制を構築し、情報開示に努めております。

２．適時開示のための社内体制

（１）情報取扱責任者および適時開示担当部門

　総務部長が情報取扱責任者として、重要事実等の情報（決算情報・決定事実・発生事実など）の一元的な把握・管理を行い、総務部が適時開示

担当部門として、金融商品取引法および東京証券取引所が定める法令・規則等に基づき適時開示の必要性の判断を行い、適時開示書類の作成
を行っております。

（２）重要事実等の情報収集体制

　決定事実・発生事実等の重要事実およびそれらに該当する可能性がある情報については、情報取扱責任者に取締役会から伝達、又は社内各

部門、子会社が報告する体制となっております。

（３）開示までの社内承認体制

　総務部長（情報取扱責任者）は代表取締役社長に報告し、開示の承認を得ております。

３．情報開示の方法

　総務部長（情報取扱責任者）は代表取締役社長の承認を得た後、開示担当者にTD-netを通じた証券取引所への開示の指示を行っております。

TD-netを通じて適時開示された内容は、ステークホルダーへの便宜を図るため、当社ホームページにも掲示しております。

　また、適時開示に該当しない会社情報につきましても、当社ホームページで情報提供を積極的に行っております。





  

 

（巻末資料） 

スキル・マトリックス 

氏名 
役割／ 
役職 

期待される役割 

企業 
経営 

輪転機 
事業 

新規事業 
財務・会

計・資本 
政策 

外部 
アライア

ンス 

品質・リ

スク管理 
ＩＲ／ 
ＳＲ 

グループ

戦略 

都 並 清 史 
代表取締役 
社長執行役員 

● ● ● ● ●  ● ● 

米 本 裕 至 
取締役 

専務執行役員 
 ● ● ● ●   ● 

中 野  実 
取締役 

常務執行役員 
  ● ● ●  ● ● 

橋 本 輝 雄 
取締役 
執行役員 

 ● ●   ●   

竹田いさか 社外取締役     ● ●   

神 崎 幸 雄 
監査等委員であ

る取締役 
 ● ●   ●   

戸 山 幹 夫 
監査等委員であ
る社外取締役 

   ●  ●  ● 

大 山 敬 三 
監査等委員であ
る社外取締役 

   ●  ●  ● 

 

 


